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コラボレ―ションにあたって

コラボレーションの場合、概念および適用範囲は『「ぐんま

ちゃん」の利用に関する取扱要領』及び「ぐんまちゃん利用の

手引き」に規定されるものに限定されません。

自由な発想で新しい試みが可能です。

協業による企画に基づき、双方の合意および原作者の了承に基づいて新

たに開発されるイラスト、プロダクト、その他さまざまな業種における

オリジナルのコンテンツ創出が可能です。

キャラクターの意匠に限らずぐんまちゃん及び関連キャラクターの

イメージを彷彿とさせるカラー展開、形状展開、意匠

の一部分、名称などを用いたコラボレーションも可能です。

またはキャラクタ―のイメージと連動するような味覚、触

覚、聴覚を用いたコラボレ―ションも可能です。
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キャラクター
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名 前 ぐんまちゃん（GUNMACHAN）

誕 生 日 ２月２２日

年 齢 人間だと７歳くらい

好きなこと
たのしいこと、人を笑顔にすること
温泉でリフレッシュ

特 技 みんなをいやす不思議な力を持っている

お 仕 事 群馬県宣伝部長

来 歴

1994年 ゆうあいピック群馬大会マスコット
2012年 群馬県宣伝部長就任
2014年 ゆるキャラ®グランプリ2014 優勝
2021年 アニメ「ぐんまちゃん」放送



キャラクター

■関連キャラクターのプロフィールは、『ぐんまちゃん利用の手
引き「別紙2 イラスト一覧（関連キャラクター） 」』をご覧く
ださい。
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かわいさ

やさしさ

おもしろさ

マイペースでくいしんぼうで
ちょっとおとぼけさん

ぐんまちゃんの世界観

●ぐんまちゃんのコンセプト

• 多 様 性
• 群 馬 県 が 大 好 き
• いつもそばにいるよ
• い や し の 力

誰でも受け入れて包み込む「大気」のような気持ち
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ちいさくて幼い
ほほえましい姿やポーズ

●ぐんまちゃんの３大要素



ぐんまちゃんの行動指針

【１】

ぐんまちゃんは、ぐんまのあちこちをお散歩して楽しい
もの、おいしいものに出会うことが大好き。

「見つけたら全国の皆にお知らせするよ」

群馬県宣伝部長であるぐんまちゃんは「自ら足を運ん
で、ぐんまのステキを発見しては皆に伝えるために発
信しています。

でも、頑張りすぎずにいつもマイペース。

すぐおなかが空くから食べ物には目がありません。

てくてく、ぐんまちゃん
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ぐんまちゃんの行動指針

【２】

「ぐんまパワー」とは、問題解決
のための「気づき」です

ぐんまちゃんは他人や何かを否定しません。
争う人たちがいても多様性や平等を認め、押し付けるこ
となく自らの気づきをそっと後押しします。

対立ではなく共存共栄するための第三の選択肢を
体現するぐんまちゃんは、持続可能な社会を目指す「未
来への哲学」を持つキャラクターです。

ぐんまパワー
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キャラクターの基本カラー

キャラクターの基本カラーである色（キーカラー）
については次のとおりですが、コラボレーションに
おいてはキーカラー以外をキャラクターに使用して
いただくことも可能です。
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キャラクターの基本カラー



コラボレーションの進め方（フロー）

群馬県 事業者

企画書

共同開発覚書き締結

実行決定

実行

コラボ ローンチ

リリース等

※事案によっては異なるフローになる場合もございます。

ライセンス許諾契約
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コラボ
事務局

提出

協議協議

報告・配分報告・配分



コラボレーションの契約と著作権について

基本的には「ライセンス許諾」を前提とした契約（ライン

センス契約または共同事業計画）を締結します。

詳細は、個別事案ごとに事業者様と県の協議に基づいて内

容を決定します。

ライセンス許諾契約の場合

ロイヤリティについて

原則として、コラボレーションを実施いただく事業者様に

はロイヤリティの支払いを求めます。

具体的なロイヤリティの設定条件等は事業者様と県の協議

に基づいて決定します。
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その他

コラボレーションの実施にあたっては以下の点に留意してください。

１ 資格要件について
コラボレーション事業者は以下の要件をすべて満たすものとします。

（１）役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（以下「暴力団
員等」という。）でないこと

（２）日本国内に所在地を有する者であること。ただし、日本国外に所在地を有するが、知事
が適当と認める場合はこの限りではない。

２ コラボレーションの制限
以下に該当する場合、コラボレーションの実施を不可とします。

（１）法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
（２）群馬県の信用又は品位を害するものと認められる場合
（３）「ぐんまちゃん等」のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
（４）特定の政治的、宗教的又は思想的主張を表現したものに関する利用と認められる場合
（５）申請者が、暴力団員等であることが判明した場合
（６）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）第２
条（同条第１項第５号に規定する営業を除く。）に規定する営業又はその広告等に利用さ
れる場合

（７）立体物でその表現が「ぐんまちゃん等」を再現しているものと認められない場合
（８）申請された見本、デザインの修正指示に応じない場合
（９）その他承認することが不適当であると知事が認めた場合

３ 著作権表示について
ぐんまちゃん等のイラストを利用する場合は、原則として以下①,②のいずれかの方法で著

作権表示をしてください。
① ©群馬県 ぐんまちゃん
② ©Gunma pref. GUNMACHAN

４ 調査等への協力
県が実施する売上額調査やその他の照会にご協力ください。
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